
- 1 - 

 

令和元年度第１回釧路市空家等対策協議会議事録 

 

日時：令和元年 12月 19日 午後２時 00分 

場所：釧路市役所本庁舎２階 第２委員会室 

 

議題：１ 会長の選任について 

   ２ 不良空家等除却補助制度の実施結果について 

   ３ 空き家無料合同相談会の開催結果について 

   ４ 空家等の位置情報の北海道宅地建物取引業協会釧路支部への提供について 

   ５ 特定空家等の認定について 

 

事務局 本日は、お忙しいところご出席いただき、誠にありがとうございます。 

それでは、ただいまより、令和元年度第１回釧路市空家等対策協議会を

開催いたします。 

議題に入る前に、本年５月に委員の改選がございましたので、改めまし

て委員の皆様のご紹介をさせていただきます。 

各委員 ［委員紹介］ 

事務局 続きまして、私ども事務局につきまして、ご紹介させていただきます。 

事務局 ［事務局紹介］ 

事務局 ここで、事務局を代表しまして、都市整備部長からご挨拶を申し上げま

す。 

事務局 ［事務局挨拶］ 

［空き家無料合同相談会への協力ついてのお礼］ 

事務局 それではこれより議題に移りたいと思います。 

議題（１）の「会長の選任について」です。 

釧路市空家等対策協議会設置要綱第４条第１項で、委員の互選により選

出すると規定されております。 

これについてのご意見はございませんか。 

各委員 ［なし］ 

事務局 なければ、事務局の提案といたしまして、会長には委員にお願いしたい

と考えておりますが、いかがでしょうか。 

各委員  ［拍手］ 

事務局  それでは、会長は、委員にお願いいたします。 

会長、議長席に移動をお願いいたします。 

 

ここで、会長より、ご就任のご挨拶を賜りたいと存じます。よろしくお

願いいたします。 

会長 前期に引き続いてこの釧路市空家等対策協議会の会長ということで、ま
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さに釧路市で空き家対策が喫緊の課題ということですが、引き続き皆様の

お力を借りながら空家等の対応を考えてまいりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

事務局 ありがとうございました。 

それでは、会長に引き続き議事の進行をお願いいたします。会長、よろ

しくお願いいたします。 

会長  それでは、早速ですが議題に移らせていただきます。 

なお、今回の議題には特定空家等の認定に係る議事がございますので、

釧路市空家等対策協議会運営要領第２条に定める非公開情報に該当すると

判断し、非公開により議事を行うこととします。 

 

それでは、早速ですが、まず、議題（２）「不良空家等除却補助制度の実

施結果について」、事務局より説明をお願いします。 

事務局 ［議題（２）について説明］ 

会長 ただいまご説明いたしました件につきまして、委員のみなさまより、何

かご質問、ご意見はございませんか。 

各委員 ［なし］ 

会長 まずは、実施結果の報告ということで、よろしいですか。 

それでは、つづきまして、議題（３）「空き家無料合同相談会の開催結果

について」、事務局より説明をお願いします。 

事務局 ［議題（３）について説明］ 

会長 ただいまご説明いたしました件につきまして、委員のみなさまより、何

かご質問、ご意見はございませんか。 

委員 税金の相談があったとのことで、今後、税理士の方に相談会に参加して

いただくということは考えていますか。 

事務局 基本的には、空家等対策に関する協定を締結した団体さんに来ていただ

いているものですから、その辺については、内部でも税理士会と協定を結

ぶことについて考えてまいります。 

税金については、もし相談が来た時には、納税課、市民税課や、大きな

ものは固定資産税だと思うのですけれども、資産税課の方に、もし疑問等

があればそちらに行って相談してくださいと案内をさせていただいており

ます。 

会長 ほかにご意見等はありますか。 

各委員 ［なし］ 

会長 それでは、これもご報告ということでよろしいですか。 

次に、議題（４）「空家等の位置情報の北海道宅地建物取引業協会釧路支

部への提供について」、事務局より説明をお願いします。 

事務局 ［議題（４）について説明］ 
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会長 ただいまご説明いたしました件につきまして、委員のみなさまより、何

かご質問、ご意見はございませんか。 

委員 いつもお世話になっております。私は都市整備部長の頃からお世話にな

っておりまして、本当にありがたいなと思っております。除却のことと、

それから今回の情報を提供したことによって商談が進んでいるということ

で、私が言うのも手前味噌で恐縮なのですけれども、着実に、少しずつ効

果が上がっている気がしています。特にこの情報の提供については、この

場でお話が出て、何とかできないかということを、個人情報に触れない形

で提供する形をさせていただいたのですけれども、正直こんなに反響があ

ったのかなと、報告を受けてびっくりしています。やはりこういう地道な

活動というのは、地味ですけれど本当に重要なことだし、不良空き家を解

消する一歩になったのかなというふうに本当に思っていて、改めて皆様に

お礼を言いたいと思います。以上になります。 

会長 ほかにご質問、ご意見等ございますか。 

委員 私自体としては、もうちょっと行ってもいいかなと。 

委員 まだまだ少ない。 

委員 というのは、中にはまだまだいい物件もあるので、もうちょっとこう売

主サイドの方からアプローチがあるのかなと思っていました。地道に継続

していくことがいいのかなと思っておりますけれども、全体的な流れとし

ては今後もやっぱり続けていただいて、宅建業者として市の街並みという

ところまで考えると、１つでも空き家のものを減らして、新しいものを建

てるだとか、有効活用してということは大切なことだと思うので、一体と

なってやっていただけると思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員 あと、提供の仕方に課題があるのかなということで、情報が漏洩しない

ような、けれども皆もう少し負担が軽減されるようなことができないかと

いうことは、また議論させていただきたいなと思います。 

委員 やはり今は一番最初にやった話ですから、だから今後継続して何回かや

っていくことで解決していくこともあるかと思うので、そこは粘り強くや

っていただければと思います。 

会長 ほかにご意見ご質問等ございますか。 

委員 何というのですかね、連絡文書を送付して、３１棟申込みがあって２８

棟送った中で、１３棟連絡があったというので、そこを見るとすごくいい

のかなと思うのですけれども、逆に言うと情報提供数５６５棟のうち、そ

もそも業者さんが連絡の申込みをしたのが３１棟しかないという現状から

すると、本当に申し訳ないんですけど、たぶん、どうしようもない空き家

が一杯という、解体してもどうにもならないというのをむしろ物語ってい

るのかなと思いました。こういう取組でどんどんそちらへ流れていくのは

いいのですけれど、むしろ業者さんが５００棟以上についてあまり関心を
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持たれなかったということになってしまうと、そこの所有者の人は、たぶ

ん壊したくても本当にマイナスになってしまうから壊せないというところ

がたぶん一番なので。弁護士会にもいろいろこれに関して手伝いというの

はいろいろなところから来るのですけれども、相続財産管理人とかいろい

ろな手続に乗せることはできるのですけれども、やっぱり何がネックかと

いうと、どうしても費用、どこからも費用が出ないところがネックなので、

ある程度物件として魅力があるところだったらちょっと面倒ですけれど

も、いろいろな所有者の方とかの気持ちを前向きにすることで解決に乗せ

ていくことはできると思いますけれども、結局、いくら前向きになっても

お金がどこからも出ないのでどうにもならないというのがほぼ大半なので

はないかと思うので、ちょっと最初の議題の中で今年は予算枠をちょっと

増やしてとありましたけれども、もし余力があるなら、やはりそういう枠

を、もっと少しでも壊したいと思っている人が全額は無理だとしてもいく

らか補助が受けられるとか、今１件につき３０万円とありますけれども、

そこの加減を、申請の件数を増やしてもらうというのももちろんですし、

１件当たりの補助の割合を高めるというのももちろんだと思いますし、こ

の対象外だとかいう人もいますけれども、対象外がどのくらいの程度か分

からないですが、壊したくてある程度ボロボロなのだったら、ちょっとそ

の対象のところも、せっかくそういう気持ちがあるんだったらというとこ

ろもあって、そこは何とか、まあ釧路市だけでどうにかなる問題ではもち

ろんないのでしょうけれども、どうにかならないのかなといつも思ってい

ます。 

会長 いかがですか事務局。 

事務局 何点かあったのでひとつずつ答えます。 

まず、５６５分の３１というところにつきましては、今回は宅建業者さ

んに閲覧していただく期間が１週間だったのです。というのも、我々も初

めてだったので、正直言葉は悪いですけれども、ビビりながらやっていた

ので、１週間しか期間が取れなかったのですよね。それでその反省もちょ

っとあるものですから、先ほど徳田の方から説明があったように、これか

らやり方を変えて、閲覧を、通年閲覧できるようにするとか、長く見てい

けばもうちょっと拾えるところも増えていくのかなというふうには思って

おります。正直全て解決するとは思っていないのですけれども、少しでも

多く拾えるのかなと思っております。 

また、空き家の補助の制度につきまして、来年度の予算要求の方も今や

っているところなのですけれども、今年度よりも更に増やした予算件数で

臨みたいなということで、予算要求しているところです。それから、１件

当たりの補助額、いま３０万円なのですけれども、それを５０万円なり６

０万円なり７０万円なりという件についても、建築指導課内部では、どう
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いう方法をとっていくのがいいのかという検討も含めて考えているところ

ではあります。以上です。 

委員 今、予算がなかなか厳しい中で、この予算は最初５件で何件くらい来た

のだったか、他の予算から流用してやった、それを見て次の年１０件にし

た、それでそれもオーバーしたから流用してやった。今度１５件にするの

か、大体そういうことになっていますけれども、今ほぼほぼマイナスシー

リングの中で、この物件だけです、押し切って付けてもらっているのは。

それでやはりその補助を３０万円から５０万円、５０万円から７０万円と

いうのは、非常に負担が減っていくのですけれども、１つの考え方として、

たぶんこの補助がなくてやった人もいるんですよ。それはやっぱり使命感

があって、隣地に迷惑を掛けているという。それで、この人がゼロでもや

った、３０万円できたからやったという人がいて、５０万円でという、後

からやった人が得をするというスキームは、ちょっとどうなのだろうなと。

志のある人は本当に人に迷惑を掛けたくないと言って、そんなに皆さんお

金があるわけではないのに、しっかり対応しているということもあって、

なかなかその上げていくというのは、私はちょっと厳しいのではないかな

と思っていますけれども。ただ、他のことで何か、例えばもう少し国の方

で作ってもらうだとか、例えば全道市長会を通じて上に上げていきたいな

と思っています。 

事務局 情報提供数５６５棟でそのうちの３１棟という話をさせていただきま

す。やはり、媒介で仲介に入る不動産屋さんが、やはり人気のあるところ、

あるいは求めるところが集中してしまうというのが現状でございます。そ

うしますと傾向的にやはり橋南地区、春採の奥ですとか、空き家が多いと

ころが意外に需要が少なかったりしている状況があります。それで、私ど

もは今後この需要がない、人気のない空き家というのが実は多いという実

情を把握しているものですから、これを何とかこう媒介のレールに乗せる

時に、ＰＲなり何なりできるような方法で、仲介の業者さんが入りたい、

買いたいというようなスキームをちょっと宅建協会さんとお話しさせてい

ただきながら進めてまいりたいというふうには考えております。 

委員 今の人気のない地域なのですけれども、良いことか悪いことか分からな

いですが、震災の時のテレビを見て、いま少しずつ行っているので。だか

ら空き家の問題を解決できれば、たぶん以前よりは処分しやすいと思いま

す。 

事務局 そうですか。では連絡を密にして。 

委員 そういう面で言えば、山の上というのは、以前よりはちょっと肩の力を

抜いて大丈夫かなと思います。 

委員 地震だけではないですよね。水害、洪水もやっぱり、あっちの方が非常

に安全な地域なので。 
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委員 ホームページには、津波と両方載っていて、津波はよく見ますけれど、

洪水の方は皆さん見ていないですものね。洪水の方がちょっと深刻なので

すよね。 

委員 津波はね、瞬間ですからね。 

会長 ほかにいかがですか。 

委員 こちらの資料の方に、「市から文書が届き」と言って、２頁のところなの

ですけれども、「家の中に荷物があることからすぐに処理するのは難しいと

いう連絡があった」というところがあるのですが、空き家の中で荷物が置

いてあるところはあるのでしょうか。 

事務局 数は把握しておりませんけれども、日々空き家の所有者さんから相談の

電話を受ける中で、実は家の中に荷物があって、とおっしゃる方は沢山い

ます。 

委員 というのは、私事ですけれども、実際に自分の親のところにも荷物がす

ごくあって、その荷物を片付けることに非常に労力が必要、お金が必要と

いうところがあります。それで、こちらの方を処分をしたいのだけれど、

そこから手を付けていかないと処分できないと言うこの方達が、本当に現

実というか、実情だと思うので、そういうところも少し何かお手伝いがで

きるようなことをすると、また少し一歩進めるのかなというふうには思う

のですよね。それで、私もそうなのですが、親の物となると捨てるに捨て

られない、取っておくに取っておけない、でもどうしたらいいのだろうと

いうところがあって、第三者の人達の手と、それからご本人さんとの協議

の結果やっていく方が早く処分できる。無くなってしまえば諦めもつくと

いうところはあると思うのですけれど、やはりそこのところで誰かが背中

をちょっと押さなければ処分ができないのではないかなと。それから、処

分するにも時間と、年齢的なものがあるとできないという。それで、皆さ

んもそうだと思うのですけれども、自分の親達が亡くなった後に、そこの

家を任されてしまって、処分をしなければならない、でも仕事もある、片

付けにも行かなければならない、でも違う方の親の介護もあるという、こ

ういうふうな状態が続くこともあるので、やはりその家の中の物を処分す

ることにも、少し目を向けてあげると、また違うのではないかと思うので

すけれども。 

事務局 貴重な意見ありがとうございます。まさしく去年、空き家が倒れまして、

倒れた後に、いろいろな物が散らばっていたという状況になっていました。

中が物置と化している空き家が非常に多いのですね。それで、まさしくお

っしゃったとおりでございまして、荷物についても、私どもがこの荷物に

対してどのようなアプローチができるかどうか検討させていただこうと思

っておりますが、どうしても法律的な観点を今後整理させていただかなけ

ればならないなと思っております。 
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委員 そうですね。今日もちょっとそういうふうな話があって、実際にいろい

ろな物を処分していただける業者さんもいらっしゃるのですけれど、どう

してもそういうものをお金に変えたい方もいらっしゃるでしょうし、それ

がまたお金になるというところもあると思うので、何かしらネット販売や

何かをやっているところで、お手伝いできるようなところを作っていくと

いうこともまた１つかなと。そういうことができるのであれば、そういう

人に頼んで、そこに手数料を払って残った分が戻ってくる。それが売れな

ければ、売れないようなシステムを作って処分してもらう、それはもちろ

ん財産を持っている方との了承を得ながらだとは思うのですけれども、そ

このところは今後、空き家の外側だけでなくて、中側をやってあげること

によって、外側も壊すことができるのかなという気がしますし、また、そ

ういうことを考えていらっしゃる方もいるので、そういうことができるシ

ステムみたいなものを作って、そういうところに任せて、何らかの形で次

のところに行って頑張ってね、というようなものをやっていった方が、何

でも壊して処分するのではなくて、やはり今は海外にタンスや何かも行っ

ていますし、だからそういうふうな事例があれば、そういうものを使いな

がら、市としても初めてのことでしょうけれども、やってみてもしそれが

良ければ、他の所にも波及していけるようなこともあるのではないかなと。 

これから空き家はどんどん増えると思うし、それに対する荷物や何かも

沢山出てくると思うので、私の所［徳田注：古着 deワクチンという団体か］

は、１袋３，０００円で手数料を払った袋を買うのですけれども、そこの

所は、セーターが１００枚以上入る大きな袋なのです。そこに服を入れて

やると、戸口まで取りに来て、それが要するに貧しい国の人達の雇用を生

んで、それからポリオの寄付にもなるという所があって、そちらに出させ

ていただくのですね。そうすると自分の物を全部詰めて、靴からメガネか

ら、食器以外であれば大体全部取ってくれるのです。そして、それが船便

で行って、そこで仕分けをすることによって雇用が生まれて、そちらの方々

の物になっていくという。だから、次の所に行って頑張ってください、誰

かの役に立ってくださいと、捨てなくてもいいし、次の所へ、物のない所

へ行って役立つという、そうするとごみも減るし、私はそういうふうな形

でやっていかれた方が、たぶんもう高山のごみ山なんかも一杯になると思

うし、何かその違うところで役立つというような、お互いにそれがいいよ

うな、少し中のごみに対して、ごみと言ったらおかしいですけれども、残

ったものに対して、もう一つ足を踏み入れたような形で作っていかれた方

が、より外側が解体でも除却でもできるのではないかなと。まず中の物を

片付けない限りはなかなか難しいところがあるかなというふうに思います

けれど。すみません、私事を含めまして、お願いでございます。 

事務局 まさしく私どもも非常に多岐にわたった物の考え方をしなければ空き家
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について解決しないということは重々承知しております。まさしく、空き

家に対するコンシェルジュが必要なのではないかということでございま

す。というのは、やはり相談を受けたときに、相談内容についてひとつひ

とつ解決策をその場でお示しすることが、私達として求められているかな

と思っております。もちろん苦情等も沢山ありますけれども、今後はやは

りひとつひとつのケアというか、コンシェルジュ的な役割を果たすという

か、ひとつひとつの案件を大事に進めていかなければならないなと思って

おります。もちろん売買も含めて、相続問題も含めてなのですけれども、

やはり職員も多岐にわたる内容についてある程度の能力を高めながら、そ

の辺りに対応していきたいと、このように考えております。ありがとうご

ざいます。 

委員 よろしくお願いいたします。 

会長 ほかにいかがですか。よろしいですか。 

他に意見がなければ、ここで事務局から補足の説明があるということで

すので、説明をお願いします。 

事務局 おかげさまで、宅建協会への第１回目の空家等の位置情報の提供を終え

ることができました。委員の皆様方におかれましては、この協議会で様々

なご意見をいただき、また、所属団体での検討もしていただくなどご協力

をいただき、誠に感謝申し上げます。 

ところで、市から空家等の位置情報の提供を受けることについて、本年

４月までに各専門家団体に対し希望を伺い、宅建協会さん以外は「希望し

ない」というご回答をいただいているのですけれども、その後、皆様方の

所属団体で再度検討中であるとか、そういった情報をお聞きになったりし

ている団体さんはおられますか。 

各委員 ［なし］ 

事務局 ないようですので、もしそういう動きがなければ、空家等の位置情報の

提供につきましては、しばらくの間は、たぶん宅建協会さんとのみになる

のかなと思います。そこで、この位置情報の提供に関する、やり方を少し

変えるだとかの協議につきましては、変えるための協議をこの場でするの

ではなく、あくまでもマンツーマンで協議をしていって、やり方を少しず

つ変えて、当然、こちらの協議会には、その結果につきましては報告させ

ていただきたいと思っております。そういう進め方でよろしいでしょうか。 

各委員 ［意見なし］ 

事務局 ありがとうございます。これで終わります。 

会長 それでは、続いて今日のメインですね、議題（５）「特定空家等の認定に

ついて」、事務局より説明をお願いします。 

［非公開案件］ 

会長 以上で、本日予定しておりました議題は、全て終了いたしましたが、こ
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の機会に何かご発言などはございますか。 

委員 先ほど他の委員からヒントをいただいたものなのですけれど、空き家の

中にあるごみを捨ててくださいということで業者に依頼が来るケースが結

構あるのですよ。例えば親が亡くなって、本州の人のというのが来て、全

部一切合切、解体してくださいという。その時に皆さんにご説明するのが、

本来であれば家庭のごみで投げられるものが家の中にありまして、我々が

処分してくださいということになると、産業廃棄物として高いお金を払わ

なくてはいけないのですよ、というご説明させていただくのですよね。で

も、本来は家庭のごみですから、上手く処理してあげると、まあ、これは

市の問題なのですけれど、上手く処理してあげると片付けやすくなる。い

ま家の中に入っているごみって、例えば布団とかプラスチック類というの

が一番高いのですよね、軽いのですけれど。そのものを捨てたら１０万円

も２０万円にもなってしまう、産業廃棄物として処理すると。そうしたら、

上手いことそちらを、これは家庭から出てきたごみなのですよということ

で処理してあげると、持ち主の方にとってはいいことになるのかなと思い

ますね。家は仕方ないですね、産業廃棄物で解体するという。それはちょ

っと検討してあげてもいいのかなと思いました。非常にいいヒントをもら

いました。 

会長 これは事業者に依頼して、業者がやると産業廃棄物になるのですね。個

人で、業としている者でない者が。 

委員 トラックに乗って行って、自分で捨てると、高山で受け取ってくれる。 

委員 それでそこに行って仕分けをするのです。それで、布団は布団でこっち

とかって、向こうの方が言ってくれるのです、持っていけばね。 

委員 １０分の１とか、すごくお安く。 

委員 でも、いま委員がおっしゃったように、地方に子ども達が全部行ってし

まっていたりなんかすると、帰って来られないから。それで業者さんに任

せると、産廃になっちゃうのです。 

会長 自分で何か借りたりして運べば家庭ごみだと。 

委員 そこのところを今おっしゃったように、少し何かの形で軽減していただ

ければ、もっと片付けられる。 

会長 みなし家庭ごみというか、何かそういうことができないかという感じで

すね。 

委員 あるかなというふうにやはり思いますね。思った以上に家の中のそうい

う捨てるものは多いです、本当に。調味料から全てのものがあるわけだか

ら、生活していたもの全てなので、本当に多いです。それを業者さんがや

るのも本当にお金のかかることで。中を片付けるというのはやっぱり、外

側をやる以上に神経も使うし。 

委員 昔は木材ばかりだったのだけど、今はプラスチックばかりです。たから
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廃プラの部類に入っちゃうので、そうすると高いです。 

委員 畳も取らないです、今は。本畳なんかは特に取らないです。それで大建

畳といって裏側に使える表面のものなどは剥がして取るけれども、いい畳

はとらないので、畳１枚いくらということになるのでしょうから。やはり

それもまた、なかなか古いお家だと、一緒に壊すと一番高くなる。少しそ

ういうところが、やはり軽減していただければ、肩も軽くなるかなと思い

ます。 

会長 いかがですか、よろしいですか。 

それでは、事務局から、そのほか報告事項などはございますか。 

事務局 事務局から連絡とお願いがございます。現在の釧路市空家等対策計画の

計画期間は来年度（令和２年度）までとなっていることから、令和３年度

以降の計画の見直し等について、来年度中に検討を行う予定としておりま

す。 

このことに伴い、来年度においては空家等対策協議会の開催の回数も増

えることが予想されますことから、委員の皆様のご出席方、どうぞよろし

くお願いいたします。私からは以上です。 

会長 それでは、本日の協議会を終了させていただきます。ご協力ありがとう

ございました。 


